
こども誰でも通園制度
（乳児等通園支援事業）

について
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令和8年2月5日（木）

令和7年度第2回子ども・子育て会議 資料①



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）とは

○こども未来戦略会議（令和5年12月22日閣議決定）

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に
対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教
育・保育環境に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利
用できる新たな通園制度（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。
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子ども・子育て支援法に基づく
「地域子ども・子育て支援事業」

子ども・子育て支援法に基づく
新たな「乳児等のための支援給付」

○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和6年6月12日公布）

生後6か月から満3歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が月一定時間までの利
利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度」が創設された。



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）とは

◇利用対象者：0歳6か月から満3歳未満で保育園等に通っていない未就園児

◇対象施設 ：保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・幼稚園を予定

※民間事業者が、本事業を実施する場合は、市町村の認可が必要で市条例（令和7年12月議会議案
提出予定）で定める基準に適合していることが条件となり、市町村による指導監査、勧告等の対
象とされています。

◇利用時間 ：月10時間を上限 ※今後拡大の可能性あり

◇利用方法 ：市に利用申請を行い「認定」を受ける → 施設の保育士等の面談を受ける
→ 専用システム等を通して予約して利用する
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◇利用料 ：1時間あたり300円が目安 ※こども家庭庁の実施方針、給食費等が別途必要な場合有



一時預かり事業との関係性について
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